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○としま産業振興プラザ条例 

平成28年３月18日 

条例第24号 

（目的） 

第１条 この条例は、としま産業振興プラザ（以下「産業振興プラザ」という。）の設置、

管理及び使用料について必要な事項を定め、もって、主として区内の中小企業の振興を図

り、地域経済の発展に寄与するとともに、中小企業で働く勤労者の文化、教養及び福祉の

向上を図ることを目的とする。 

（設置） 

第２条 産業振興プラザを次のとおり設置する。 

名称 位置 

としま産業振興プラザ 東京都豊島区西池袋二丁目37番4号 

（開館時間） 

第３条 産業振興プラザの開館時間は、午前９時から午後９時30分までとする。ただし、

区長が必要と認めたときは、これを変更することができる。 

（休館日） 

第４条 産業振興プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めたとき

は、これを変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。 

(1) １月１日から同月３日まで 

(2) 12月29日から同月31日まで 

(3) 毎月最終月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規

定する休日又は前号に掲げる日に当たるときは、その前の週の月曜日） 

（事業） 

第５条 産業振興プラザは、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 産業振興プラザの施設の利用に関すること。 

(2) 中小企業の振興に関すること。 

(3) 勤労者の文化及び教養に関すること。 

(4) 勤労者の健康の維持及び増進に関すること。 

(5) 勤労者の福利厚生に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

（施設等） 
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第６条 産業振興プラザに会議室、多目的ホール、和室、音楽室、美術室、工芸室、料理実

習室、体育室その他必要な施設及び付属設備（以下「施設等」という。）を設けるものと

する。 

（利用の承認） 

第７条 施設等を利用しようとする者は、区長に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の承認をする場合、区民を優先しなければならない。 

（利用条件） 

第８条 区長は、利用の承認をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。 

（利用の不承認） 

第９条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。 

(1) 第１条の目的に違反すると認められるとき。 

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。 

(3) 管理上支障があると認められるとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。 

（利用期間） 

第10条 施設等の利用期間は、引き続き３日以内とする。ただし、区長が特に必要がある

と認めたときは、この限りでない。 

（使用料等） 

第11条 利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、別表に定める額を超えな

い範囲で区長が定める使用料を、区長が定める期日までに納入しなければならない。 

２ 別表第１号イに定める貸切りでないときに係る使用料は、回数券を用いて納入すること

ができる。この場合の使用料の額は、前項の規定に基づき区長が定める額に100分の90

を乗じて計算した額とする。 

３ 利用者は、前２項に規定する使用料のほか、施設等の利用上特別に要する経費の実費を、

区長が定めるところにより納入しなければならない。 

（使用料の減免） 

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の貸切り利用の場合に限

り、使用料を減額又は免除することができる。 

(1) 区が主催又は共催して施設等を利用するとき。 

(2) 官公署が公益のため施設等を利用するとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。 
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２ 区長は、65歳以上の者、知的障害者又は身体障害者であって、区内に住所を有する者

その他特別の事由があると認められる者が、体育室の貸切りでない利用をする場合は、使

用料を減額又は免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、区長が相当の理由があると認めた

ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（特別設備等の制限） 

第14条 利用者は、施設等に特別の設備をし、その他施設等の原状を変更しようとすると

きは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第15条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（利用承認の取消し等） 

第16条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利

用を制限し、若しくは停止することができる。 

(1) 第９条各号のいずれかに該当するとき。 

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は区長の指示に従わないとき。 

(3) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。 

(4) 工事その他の理由により、区長が特に必要と認めるとき。 

（原状回復の義務） 

第17条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならな

い。前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、また同

様とする。 

２ 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長がこれを執行し、その費用を徴収する。 

（損害賠償） 

第18条 産業振興プラザに、自己の責に帰すべき理由により損害を与えた者は、その損害

額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、

その額を減額又は免除することができる。 

（指定管理者による管理） 

第19条 産業振興プラザ（付属設備を含む。以下同じ。）の管理業務は、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、区長が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に行わせることができる。 
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（指定管理者が行う管理業務） 

第20条 指定管理者は、産業振興プラザの維持管理に関する業務及び第５条各号に掲げる

事業を行うものとする。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第21条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正

に産業振興プラザの管理を行わなければならない。 

２ 第３条ただし書の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ区長の承認を得て、産

業振興プラザの開館時間を変更し、又は開館時間を超えて開館することができる。 

３ 第４条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ区長の承認を得て、産業振興プ

ラザの休館日を定める。 

（利用料金等） 

第22条 利用者は、指定管理者に産業振興プラザの利用に係る料金（以下「利用料金」と

いう。）を指定管理者が定める期日までに納入しなければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ区長の承認を

得て定めるものとする。 

３ 利用者は、前２項に規定する利用料金のほか、産業振興プラザの利用上特別に要する経

費の実費を、指定管理者が定めるところにより納入しなければならない。 

４ 区長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（指定管理者による管理を行う場合の本条例の読替え） 

第23条 第19条の規定により指定管理者に産業振興プラザの管理業務を行わせる場合にあ

っては、第７条、第８条、第９条各号列記以外の部分、第10条、第12条第１項各号列記

以外の部分及び第２項、第14条、第16条並びに第17条第２項中「区長」とあるのは「指

定管理者」と、第12条（見出しを含む。）及び第13条（見出しを含む。）中「使用料」

とあるのは「利用料金」と、第13条中「区長が」とあるのは「指定管理者は、区長が」

と読み替えて、これらの規定を適用する。 

（委任） 

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、としま産業振興プラザは、区

長が別に告示する日から利用に供する。 
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（豊島区立勤労福祉会館条例の廃止） 

２ 豊島区立勤労福祉会館条例（昭和59年豊島区条例第14号）は、廃止する。 

別表（第11条関係） 

(1) 施設 

ア 会議室、多目的ホール等 

区分 

施設名 

午前 午後 夜間 全日 

第1会議室 1,700円 2,300円 2,300円 5,600円 

第2会議室 2,100円 2,900円 2,900円 7,100円 

第3会議室 3,600円 4,900円 4,900円 12,000円 

多目的ホール 10,200円 13,700円 13,700円 33,800円 

第1和室 1,700円 2,300円 2,300円 5,600円 

第2和室 1,700円 2,300円 2,300円 5,600円 

第1音楽室 1,900円 2,600円 2,600円 6,300円 

第2音楽室 600円 800円 800円 1,900円 

第3音楽室 600円 800円 800円 1,900円 

美術室 2,100円 2,900円 2,900円 7,100円 

美術室（会議利用

の場合） 

2,400円 3,200円 3,200円 7,900円 

工芸室 2,100円 2,800円 2,800円 6,900円 

料理実習室 1,700円 2,300円 2,300円 5,600円 

料理実習室（会議

利用の場合） 

1,500円 2,000円 2,000円 4,900円 

備考 

(1) 午前とは、午前９時から午前12時まで、午後とは、午後１時から午後５時まで、

夜間とは、午後５時30分から午後９時30分まで、全日とは、午前９時から午後９時

30分までとする。 

(2) 開館時間を超える時間及び使用料の定めのない時間（以下「区分外時間」という。）

については、30分ごとに使用料を定め、午前９時以前の利用については午前の額に

６分の１を乗じて計算した額、午後零時から午後１時までの利用及び午後５時から午
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後５時30分までの利用については午後の額に８分の１を乗じて計算した額並びに午

後９時30分以後の利用については夜間の額に８分の１を乗じて計算した額とする。

ただし、これらにより計算した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。 

(3) 会議室を貸切りとせず一時的に利用する場合の使用料は、１人につき30分を単位

とし、単位あたり100円とする。 

(4) 利用者が営利を目的として入場料その他これに類する金銭等を徴収する場合の使

用料は、午前、午後、夜間、全日又は区分外時間の額にそれぞれ100分の200を乗じ

て計算した額とする。 

(5) 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。 

イ 体育施設 

区分 

施設名 

貸切りでないとき 貸切りのとき 

単位時間 料金（1人につき） 単位時間 料金 

体育室 1回 400円 午前 3,900円 

午後 5,200円 

夜間 5,200円 

全日 12,800円 

備考 

(1) 午前、午後、夜間、全日とは、アに規定する区分をいう。 

(2) １回とは、アに規定する区分（全日を除く。）をいい、全日の場合は３回とする。 

(3) 区分外時間については、30分ごとに使用料を定め、午前９時以前の利用について

は午前の額に６分の１を乗じて計算した額、午後零時から午後１時までの利用及び午

後５時から午後５時30分までの利用については午後の額に８分の１を乗じて計算し

た額並びに午後９時30分以後の利用については夜間の額に８分の１を乗じて計算し

た額とする（貸切りのときに限る。）。ただし、これらにより計算した額に10円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

(4) 利用者が営利を目的として入場料その他これに類する金銭等を徴収する場合の使

用料は、午前、午後、夜間、全日又は区分外時間の額にそれぞれ100分の200を乗じ

て計算した額とする（貸切りのときに限る。）。 

(5) 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも
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のとする。 

(2) 付属設備 

種別 単位 金額 

音楽・放送設備 一式、1台又は1チャンネル 1回につき 2,400円 

映写設備 一式又は1台 1回につき 2,400円 

体育設備 一式、1台又は1足 1回につき 300円 

陶芸設備 一式 1日につき 1,200円に電気又はガ

ス料金を加算した額 

茶道具その他の設

備 

一式、一双、1台、1個又は1キ

ロワット 

1回又は1月につ

き 

1,200円 

備考 １回とは、前号アに規定する区分（全日を除く。）をいい、全日の場合は３回とす

る。 

 


